
 



 

  

令和　８年　３月現在

預入方法

預入単位

年金振込み指定あり（予約を含む） 年金振込み指定なし

利払方法

計算方法

※詳しくは、お近くの営業店の窓口まで、お問い合わせください。

適用利率

・お利息は２０％（国税１５％、地方税５％）の源泉分離課税となります。
　 ※平成25年１月１日～平成49年12月31日までにお受け取りになられる利息については、
　　　復興特別所得税が課され、２０．３１５％（国税１５．３１５％、地方税５％）の源泉分離課税が

　　　適用となります。

・法令に定められた条件を満たすお個人のお客様は、マル優の取り扱いも出来ます。

預　　入

スーパー定期、大口定期

一括預入

令和 ８年 ３月 ２４日から令和 ８年 ６月 ３０日まで。
　　※ただし、募集金額が３億円に達した時点で取り扱いを終了させていただきます。

倉吉信用金庫 全営業店舗

対
　
象

１０万円以上１円単位

満期日前に解約する場合は中途解約日の普通預金利率を適用します。
※継続となったのちに、定期預金を満期日前に解約する場合は、預入期間に応じた当庫所定の利率を適用
します。

満期日以後にお利息とともに払い戻します。

１年・３年　（普通定期・元金継続・元利継続のいずれか）

満期日以後に一括して支払います。

付利単位を１円とした１年を３６５日とする日割り計算

・ご入金はご本人名義に限らせていただきます。
・年金受取りの口座指定は本定期預金のお預け入れと同時に当庫にご変更いただいた
　場合も特別金利を適用します。
・他の金利優遇商品との併用は出来ません。
・金利情勢の変化等により取扱い期間内であっても取扱いを中止することがあります。

※特別金利の適用は、預入日から初回満期日の前日までの期間とし、満期後に継続となる定
　 期預金は継続日における当金庫の店頭表示金利を適用します。
※年金お受取りの指定予約につきましては満55歳以上の方が対象となります。

預金保険の適用

金利情報および
商品概要説明書

の入手方法
窓口および渉外担当者にお問い合わせください。

課　　　税

その他参考となる事項

中途解約時の取扱
（利率）

適用されます。（１人あたり対象預金等の元本合計１，０００万円までとその利息等を預金保険
制度により保護）

利息

商　品　概　要　説　明　書

　くらしん 退職金専用定期預金

当金庫に退職金を新たに定期預金にお預け入れいただく方に限り特別金利を適用する期間
限定の退職金専用定期預金です。
当金庫へ年金受取をご指定いただける方はさらに金利がアップします。

店頭表示金利＋年０．７０％
　　　　　　　　　　　（税引前）

店頭表示金利＋年０．５０％
　　　　　　　　　　　（税引前）

取　扱　店　舗

預　入　資　金

・個人のお客さまで、退職金をお受取りの方
・退職金のお受取りから6ヶ月以内にお預けいただく方に限ります。
・お申込時に、退職金のお受取りおよびお受取り金額についての確認資料のご提示をお願
いします。（退職金のお受取り口座の預金通帳、「退職所得の源泉徴収票」等）

（１年・３年）

スーパー定

期､大口定期

種　　　　　　類

販　売　対　象
お　よ　び

ご 利 用 条 件

払　戻　方　法

退職金によるお預け入れに限ります。
退職金と併せて、他の金融機関からお預け替えいただいた資金も対象となります。

商　   品　　名

取　扱　期　間

期　　　　　　間

特　　　　　　徴


